
 

別紙 

 

〇令和７年 11 月までの相談実績 

（１）月別相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相談者属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）相談内容 

 

 

 

 

 

 ※（）内の割合は、全体から「その他（主訴不明等）」を除いて算出しています。 

2025 年７月のみ

22-24 時の夜間

相談を試行実施 

 


